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地
方
自
治
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

附

則

（
港
湾
法
等
の
一
部
改
正
）

第
三
十
二
条

次
に
掲
げ
る
法
律
の
規
定
中
「
第
二
百
三
十
八
条
の
五
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
」
を
「
第
二
百
三
十
八
条
の

五
第
四
項
か
ら
第
六
項
ま
で
」
に
改
め
る
。

一

港
湾
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
八
号
）
第
五
十
四
条
の
三
第
八
項
及
び
第
五
十
五
条
第
六
項

二

民
間
資
金
等
の
活
用
に
よ
る
公
共
施
設
等
の
整
備
等
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
十
七
号
）
第
十

一
条
の
二
第
十
二
項

三

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
二
十
一
条
第
三
項


